
　⑴　重点的取り組み項目

●項目３　資源回収事業の継続

柱

◎ ◎

2)新たな資源回収品目
の検討を進める。

　より多くの区民に古着・古布リサイクルの機会
を提供できるように、現在行われている区立施設
での回収に加え、集積所での回収が可能か検討を
進めた。

　使用済み蛍光管（平成24年度11月・12月実施）
　区内42か所の区立施設において家庭で不用と
なった使用済み蛍光管を回収した。
　回収量:1,047kg

・小型家電（平成23年９月開始）
　携帯電話など９品目を区内５か所で回収。
　※平成24年９月現在７か所
　回収量：0.7t
・粗大金属類（平成23年９月開始）
　粗大ごみに含まれる金属類を選別、分解し資源
化。
　回収量：265t
・BDFの自家精製（平成23年10月開始）
　練馬区資源循環センターで廃食用油からBDFの精
製を行い、区の清掃車２台(清掃車、環境学習車)
で利用。
　精製量：2,617ℓ
　給油量：2,314ℓ
・布団（平成24年３月開始）
　粗大ごみから布団を選別し資源化。
　回収量：10t

進捗評価

○

　継続して実施した。
　ごみの減量につながる新たな資源回収の取り組
みを開始した。

　ごみの減量につながる新たな資源回収の取り組
みを開始し、既存の資源回収量も前年度比で1.5%
増加した。

Ⅱ　リサイクルの推進

リサイクル推進計画進捗状況一覧表【柱Ⅱ～Ⅳ】

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

　２つの個別施
策の実績を踏ま
え、収集・運搬
における環境負
荷の低減の状況
により評価す
る。

1)既存の資源回収品目
の回収を継続する。

※実績量について、端
数処理のため、内訳と
合計が一致しない場合
がある。

25年度

　　　　　　　 　　【実績量】  【計画量】
　　　　古紙　　　　 28,523ｔ　  28,212ｔ
        紙パック       　84ｔ      　86ｔ
        古布・古着    1,004ｔ　     999ｔ
　　　　びん・缶　    7,687ｔ　   7,662ｔ
        ペットボトル  2,347ｔ   　2,327ｔ
　　　　乾電池       　　88ｔ　      92ｔ
        容器包装
　　　　プラスチック　5,219ｔ　   5,312ｔ
　　　　廃食用油       　27ｔ　      26ｔ
        金属類　        798ｔ       723ｔ
　　　　小型家電      　　3ｔ       　2ｔ
　　　　布団　　        109ｔ      　99ｔ
　　　　蛍光管　          6ｔ       　6ｔ
　　　　合　計       45,893ｔ　  45,546ｔ

24年度
　
　　　　　　　　　【実績量】　 【計画量】
　　　　古紙　　　　27,642t　　　26,888t
        紙パック　　　　87t　　　　　47t
        古布・古着　 1,028t　　　 1,046t
　　　　びん・缶　　 7,604t 　　　7,740t
        ペットボトル 2,322t　　　 2,427t
        乾電池　　　　　91t　　　　　98t
        容器包装
　　　　プラスチック 5,274t 　　　5,370t
　　　　廃食用油　　　　19t　　　　　26t
        粗大金属類　　 733t　　　　 750t
　　　　小型家電　　　   2t　　　　 　2t
　　　　布団　　　　　　97t　　　　 245t
　　　　合計　　　  44,899t　　　44,639t

23年度

  　　　          【実績量】 　【計画量】
　　　　古紙        28,160t    　26,951t
        紙パック        98t        　59t
        古布・古着   1,047t       　969t
　　　　びん・缶     7,728t     　7,765t
        ペットボトル 2,430t     　2,206t
　　　　乾電池          94t       　102t
　　　　容器包装
　　　　プラスチック 5,423t     　5,375t
　　　　廃食用油　　 　 18t        　27t
　　　　合　計      44,998t    　43,454t

方針

　３　区が進める資源回収の推進

　　⑴　資源回収事業の推進

　　　②　資源回収事業の継続

目　標 　既存の資源回収事業において環境負荷を低減する取り組みを進めるとともに、ごみの減量につながる新たな資源を回収する。

資料２
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●項目４　事業系一般廃棄物の収集・運搬の役割分担の検討

柱

○ ○

2)収集運搬許可業者の
活用に関する周知活動
を進める。

25年度・24年度

　「資源・ごみの分け方と出し方」・区ホームページおよび排出指導をとおして事業系一般廃棄物は
自己処理が原則であることを周知している。

　一般廃棄物許可業者の名簿を区ホームページに掲載し紹介している。

進捗評価

◎

　ごみの排出事業者の自己処理責任を明確化し、
廃棄物の適正処理について、検討を行い、手数料
改定等を実施した。

　区立施設から排出される廃棄物の処理の委託化
を実施した。

　区立施設から排出される廃棄物の処理の委託化
の実施に向け検討した。

進捗状況（25～23年度）

　２つの施策の
実績を踏まえ評
価する。

1)区が収集する事業系
廃棄物の基準の検討を
進める。

25年度

　事業者の自己処理、適正処理を促すため、平成
25年10月から、区の収集基準を日量50kg未満から
１回30kg未満に引き下げた。
　平成25年10月、廃棄物処理に係る応分負担の観
点から、廃棄物処理手数料の上限規定を１kgにつ
き32.5円を36.5円に改定した。

24年度・23年度

　区立施設から排出される廃棄物に関して、指定管理者が管理運営している区立施設については平成
24年４月から、指定管理以外の区立施設については、平成24年６月から一般廃棄物等の許可を持つ事
業者へ収集委託することとした。

Ⅳ 適正処理の推進

方針

　２　効率的な収集・運搬

　　⑵　事業系一般廃棄物の収集・運搬

　　　①　事業系一般廃棄物の収集・運搬の役割分担の検討

目　標
　ごみの排出事業者が、自ら処理または収集・運搬許可業者への委託化を進め、区が収集する事業系一般廃棄物が減少している。また、区の収集システムを利用する事業者は、適正な
排出がなされている。

評価方法 取組内容
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●項目５　家庭ごみ有料化の検討

柱

目　標

○ ○

進捗評価

―

　第６期で検討し、結論を得たが、一般廃棄物処
理基本計画の目標に向けて順調にごみが減ってい
るため、今はまだ有料化について検討をしないこ
とにした。

　家庭ごみ有料化について検討され、会議資料や
会議録については区ホームページ等で公表した。

　家庭ごみ有料化について検討され、会議資料や
会議録については区ホームページ等で公表した。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

　練馬区循環型
社会推進会議の
議論の検討状
況、公表の状況
を踏まえ評価す
る。

1)練馬区循環型社会推
進会議で検討する。

25年度

　第６期練馬区循環型社会推進会議では、諮問事
項「リサイクル・清掃事業の効率化と負担のあり
方について」を受けて、家庭ごみ有料化について
特に審議を行い平成24年６月に区長へ答申を行っ
た。
　答申では、家庭ごみの有料化を導入すべき時期
に来ているとしながらも、導入までの過程におい
て、区民の理解が得られるまで議論を行い、他区
との調整を図ることが必要であるという検討結果
を出した。

24年度

　第６期練馬区循環型社会推進会議では、諮問事
項「リサイクル・清掃事業の効率化と負担のあり
方について」を受けて、平成23年度は、家庭ごみ
有料化について審議を行った。また平成24年６月
に区長へ答申を行った。答申では、家庭ごみの有
料化を導入すべき時期に来ているという検討結果
を出した。
　　会議開催回数：９回

23年度

　第６期練馬区循環型社会推進会議に、｢リサイク
ル・清掃事業の効率化と負担のあり方について」
を諮問し、平成23年度は、家庭ごみ有料化につい
て審議を行い、平成24年３月に答申（素案）をま
とめ、６月に区長へ答申した。
　　会議開催回数：７回

Ⅳ 適正処理の推進

方針

　４　適正な処理費用負担

　　⑵　家庭系ごみの処理

　　　①　家庭ごみ有料化の検討

　区民１人１日あたりのごみ量が目標年次に目標値を達成している。
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　⑵　継続する取り組み項目

柱Ⅱ　リサイクルの推進
●集団回収事業への参加

○ ○

進捗評価

○

　集団回収の登録団体数および回収量ともに増加
した。

　集団回収の登録団体数および回収量ともに増加
した。

　集団回収の登録団体数および回収量ともに増加
した。

　集団回収参加
団体数により評
価する。

1)集団回収事業への参
加の呼びかけと練馬区
環境清掃推進連絡会と
連携した取り組みを実
施する。

25年度

　練馬区環境まちづくり公社では、集団回収事業
のパンフレットを配布し、参加の呼びかけを行っ
た。
　  登録団体：533団体
　　回収量　：12,153ｔ

24年度

　練馬区環境まちづくり公社では、集団回収事業
のパンフレットを配布し、参加の呼びかけを行っ
た。また、平成25年３月に開催した練馬区環境清
掃推進連絡会（参加人数：77人）において、集団
回収の周知・啓蒙を行った。
　　登録団体：503団体
　　回収量　：11,732ｔ

23年度

　練馬区都市整備公社（現練馬区環境まちづくり
公社）では、集団回収事業のパンフレットを配布
したり、練馬区と共催で「集団回収推進懇談会」
を開催し、町会・自治会等で行っている集団回収
の取り組み事例を紹介したりして、集団回収事業
への参加の呼びかけを行った。
【集団回収推進懇談会】
　　開催日：平成24年１月27日
　　会　場：練馬公民館
　　　　　　（現生涯学習センター）
　　来場者：130名
【集団回収】
　　登録団体：449団体
　　回 収 量：10,976t

方針
１　区民が進める資源回収の促進
　⑴　地域や家庭におけるリサイクル活動の促進

　　①　集団回収事業への参加
評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）
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●資源の自主回収の促進

○ ○

○ ○

○ ○

進捗評価

○

　新規登録店舗数が増加した。 　新規登録店舗数が増加した。 　実施店舗数が拡充した。

　各店舗への働
きかけや支援な
どにより評価す
る。

3)店頭回収の実施店舗
の拡充を進める。

25年度

【店頭回収新規店舗数】
　　ペットボトル ：14店
　　乾電池　　　 ： 4店

24年度

【店頭回収新規店舗数】
　　ペットボトル ：15店
　　乾電池　　　 ： 0店
　　紙パック　　 ： 0店

23年度

　　　　　　　　　　23年度　　24年度
　ペットボトル　　　 286店　　 279店
　乾電池　　　  　　　49店　　　49店
　紙パック　　 　　　 26店      26店

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

　床面積1,000㎡以上の事業用大規模建築物立入指導の際、再利用の取り組み、再利用廃棄物保管場所の状況について調査、指導した。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

　立入指導の実
績により評価す
る。

2)事業用大規模建築物
への立入指導を実施す
る。

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　参加者数が前年度より増加した。

　講習会の実績
により評価す
る。

1)廃棄物管理責任者を
対象とした講習会を実
施する。

24年度

　　実施回数：４回
　　参加者　：173名

23年度

　　実施回数：４回
　　参 加 者：163名

25年度

　　実施回数：４回
　　参加者　：154名

【廃棄物管理責任者講習会】

25年度

【立入指導件数】
　　1,000㎡～3,000㎡未満：76件
　　3,000㎡以上　　　　 ：65件

24年度

【立入指導件数】
　　1,000㎡～3,000㎡未満：85件
　　3,000㎡以上　　　　 ：54件

23年度

【立入指導件数】
　　1,000㎡～3,000㎡ 未満：70件
　　3,000㎡以上　　　 　 ：62件

方針
２　事業者が進める資源回収の促進
　⑴　自主回収の促進

　　①　資源の自主回収の促進
評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）
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●区立施設でのリサイクルの推進

○ ○

○ ○

○ ○

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

　取り組みの報
告により評価す
る。

4)練馬区環境管理実行
計画に基づく取り組み

を実施する。

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　回収実績が増加した。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

　生ごみのたい
肥化の実績によ
り評価する。

3)区立施設における生
ごみのたい肥化を実施
する。

25年度

　　回収施設　　　  ：168施設
　　回収量　　　　　：1,070t
　　練馬の大地出荷量：   24t

24年度

　　回収施設　　　　：169施設
　　回収量　　　　　：1,060t
　　練馬の大地出荷量：　 17t

23年度

　　回収施設　　　　：168施設
　　回収量　　　　　：1,076t
　　練馬の大地出荷量：   16t

　回収実績によ
り評価する。

1)区立施設における古
紙等の資源化を実施す
る。

25年度

【回収量】
　　区立施設：736t
　　練馬庁舎：173t

24年度

【回収量】
　　区立施設：754t
　　練馬庁舎：179t

23年度

【回収量】
　　区立施設：766t
　　練馬庁舎：194t

方針
３　区が進める資源回収の推進
　⑴　資源回収事業の推進

　　①　区立施設でのリサイクルの推進
評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

　再利用可能な物品について、遊休物品のあっせん制度を活用し、各組織を横断して再利用に取り組んだ。
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●区民のリサイクル活動への支援

○ ○

○ ○

●事業者のリサイクル活動への支援

○ ○

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

　事業系の資源
回収や自主回収
への取り組みな
どにより評価す
る。

1)事業系の資源回収事
業の継続と自主回収を
促進する。

　商店街オフィスリサイクル事業を継続した。

25年度

【回収量】
　　オフィス古紙　　：11t
　　商店街ダンボール：42t

24年度

【回収量】
　　オフィス古紙　　：12t
　　商店街ダンボール：45t

23年度

【回収量】
　　オフィス古紙　　：12t
　　商店街ダンボール：50t

方針
３　区が進める資源回収の推進
　⑵　区民・事業者への支援

　　②　事業者のリサイクル活動への支援
評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

　検討内容、支
援内容などによ
り評価する。

2)３Ｒ活動を自主的に
取り組んでいる団体等
への支援を検討する。

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

　物品等の活用
状況などにより
評価する。

1)集団回収事業の参加
団体へ物品等を配布す
る。

方針

３　区が進める資源回収の推進

　⑵　区民・事業者への支援
　　①　区民のリサイクル活動への支援

【物品等の支援内容】
　　案内板、雨よけシートの貸出し
　　空き缶プレス機の貸出し
　　１kgあたり６円の報奨金を支給

25年度

　　登録団体：48団体
　　支援回数：96回

24年度

　　登録団体：54団体
　　支援回数：115回

23年度

　　登録団体：51団体
　　支援回数：132回

　区民が主催するリサイクル・マーケットに対し、公園使用許可や資材貸与、ねりま区報への掲載等の支援を行った。
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柱Ⅲ　参画と協働体制の推進

●活動に関する情報提供

○ ○

●区民・事業者・区による情報交換や協議の場づくり

○ ○

進捗評価

―

　事業の必要性を精査しとりやめた。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

　情報交換会等
の開催状況と協
議結果などによ
り評価する。

1)情報交換会等を開催
し、協議する場を設定
する。

25年度

　区民・事業者・区による意見交換を行う場とし
て、すでに、練馬区循環型社会推進会議が設置さ
れている。そのため、これ以外に、特別、意見交
換を行う場を設ける必要性がないという結論に至
り、平成25年度は、実施しなかった。よって、今
後も実施しない見通しである。

24年度

　区民・事業者・区による意見交換会を実施。資
源の店頭回収と自主回収の促進について情報交換
を行った。
　　開催日：平成25年３月28日
　　参加者：区民、11事業者

23年度

　事業者・区による意見交換会を実施し、資源の
店頭回収のあり方について情報交換を行った。
　　開催日：平成24年３月16日
　　参加者：７事業者

方針

１　取り組み推進のためのネットワークづくり

　⑴　区民・事業者・区のネットワークづくり
　　②　区民・事業者・区による情報交換や協議の場づくり

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。
　各種団体等との情報交換や活動支援を実施し
た。

　団体の把握状
況、検討状況に
より評価する。

1)自主的に取り組んで
いる団体を紹介する。

25年度

　区民からの電話での問合せに対して、集団回収
登録団体の紹介を平成25年度においても継続して
行っている。
　地域懇談会を３日間に渡り、地域別に実施し
た。
　　開催日　　　　　　　　　　　出席団体数
　　11月19日(〒178地域)　　　　　20団体
　　11月20日(〒177地域)　　　　　30団体
　　11月21日(〒176,179地域)　　  71団体

24年度

　区民からの電話での問合せに対して、集団回収
登録団体の紹介を平成24年度においても継続して
行っている。
　練馬区と練馬区環境まちづくり公社が共催で開
催している「集団回収推進懇談会」について、平
成24年度は、平成25年度から実施する地域別での
集団回収懇談会について検討した。

23年度

　練馬区と練馬区都市整備公社（現練馬区環境ま
ちづくり公社）による共催で「集団回収推進懇談
会」を開催し、町会・自治会等で行っている集団
回収の取り組み事例を紹介した。
【集団回収推進懇談会】
　　開催日：平成24年１月27日
　　会　場：練馬公民館
　　　　　　（現生涯学習センター）
　　来場者：130名

方針

１　取り組み推進のためのネットワークづくり

　⑴　区民・事業者・区のネットワークづくり
　　①　活動に関する情報提供

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）
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●会議体の運営

○ ○

柱Ⅳ　適正処理の推進
●排出ルールの周知

○ ○

進捗評価

○

　可燃ごみ中の資源化可能物などの割合は、
22.0％から19.8％で、2.2ポイントの減となった。

　可燃ごみ中の資源化可能物などの割合は、
21.9％から22.0％でほぼ横ばいであった。

　可燃ごみ中の資源化可能物などの割合は、
21.4％から21.9％でほぼ横ばいであった。

　可燃ごみ中の
資源化可能物な
どの割合により
評価する。

1)啓発パンフレットの
配布やねりま区報・区
ホームページへの掲載
を行う。

25年度

　資源とごみの分別方法の周知として「資源・ご
みの分け方と出し方(26年4月版)」を発行した。
　「ねりまの環」第５号では、１人１日あたりの
ごみ量が23区内で一番少ない区になったことや、
大掃除に役立つ情報として、蛍光管や小型家電の
回収について掲載し、発行した。
　ねりま区報では、平成25年８月１日号で、廃棄
物処理手数料改定のお知らせについて掲載するな
ど、年８回掲載した。
　集積所の排出状況に応じて、個別にパンフレッ
トやチラシの配布、看板の設置、町会回覧等を
行った。

24年度

　資源とごみの分別方法の周知として「資源・ご
みの分け方と出し方(25年4月版)」を発行し、平成
25年３月に全戸配布した。
　「ねりまの環」第４号では、粗大ごみの出し
方・持ち込みによる手数料の減額制度などについ
て掲載し、平成24年10月に全戸配布した。
　ねりま区報では、平成25年２月１日号で、一部
地域の資源・ごみの収集曜日変更について掲載す
るなど、年８回掲載した。
　集積所の排出状況に応じて、個別にパンフレッ
トやチラシの配布、看板の設置、町会回覧等を
行った。

23年度

　啓発パンフレットである「ねりまの環」では、
平成24年３月発行の第３号で、水銀を含んだ体温
計・血圧計の出し方について掲載するなど、年２
回発行した。
　ねりま区報では、平成23年５月11日号で、ライ
ター・スプレー缶・カセット式ボンベの出し方に
ついて掲載するなど、年７回掲載した。
　集積所の排出状況に応じて、個別にパンフレッ
トやチラシの配布、看板の設置、町会回覧等を
行った。
　この他、区ホームページでも、排出ルールの周
知について掲載した。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。
　審議を行い、諮問事項についての答申（素案）
をまとめた。

　会議の内容や
検討経過などに
より評価する。

1)円滑な会議体の開
催・運営を行う。

25年度

　第７期は、平成24年９月に「更なるごみ減量に
向けた３Ｒの取り組みについて」諮問を受け、審
議を行った。平成25年度は答申（素案）について
まとめた。会議は５回開催した。

24年度

　第６期は平成24年６月に「リサイクル・清掃事
業の効率化と負担のあり方」の答申を行った。会
議は２回開催した。
　また、第７期は平成24年９月から「更なるごみ
減量に向けた３Ｒの取り組みについて」の諮問を
受け審議を行った。会議は４回開催した。

23年度

　ごみ減量に先進的な取り組みを行う自治体の視
察や、区のリサイクル・清掃事業における運営の
形態や経費などの資料を基に検討した。会議は７
回開催し、平成24年３月に答申（素案）をまとめ
た。

※平成24年６月に区長へ答申。

方針
１　排出ルールの徹底
　⑴　区民への周知
　　①　排出ルールの周知

方針
２　計画推進のしくみづくり
　⑴　練馬区循環型社会推進会議の運営

　　①　会議体の運営
評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）
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●大規模排出事業者への適正排出に係る普及啓発

○ ○

●不法投棄の防止

○ △

進捗評価

○

　不法投棄の件数が減少した。 　不法投棄の件数が減少した。 　不法投棄の件数が増加した。

　不法投棄物の
回収件数実績な
どにより評価す
る。

1)不法投棄防止看板の
配布、安全安心や古紙
持去りのパトロールと
連携した不法投棄の監
視を実施する。

　不法投棄防止のため、安全安心パトロールと連携して区道や集積所等における監視活動を実施している。

25年度

　　不法投棄看板配布　：  221枚
　　不法投棄物収集件数：2,448件

24年度

　　不法投棄看板配布　：　219枚
　　不法投棄物収集件数：3,182件

23年度

　　不法投棄看板配布　：　158枚
　　不法投棄物収集件数：4,385件

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

　立入検査の実
績や改善などの
内容に基づき評
価する。

1)事業用大規模建築物
への立入検査を実施す
る。

25年度

　床面積1,000㎡以上の事業用大規模建築物につい
て立入調査を実施した。
【立入件数】
　　1,000㎡～3,000㎡未満：76件
　　3,000㎡以上　 　　　：65件

24年度

　床面積1,000㎡以上の事業用大規模建築物につい
て立入調査を実施した。
【立入件数】
　　1,000㎡～3,000㎡未満：85件
　　3,000㎡以上　 　　　：54件

23年度

　床面積1,000㎡以上の事業用大規模建築物につい
て立入調査を実施した。
【立入件数】
　　1,000㎡～3,000㎡未満：70件
　　3,000㎡以上　 　　　：62件

方針

１　排出ルールの徹底

　⑶　不法投棄の防止
　　①　不法投棄の防止

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

方針
１　排出ルールの徹底
　⑵　事業者への周知

　　①　大規模排出事業者への適正排出に係る普及啓発
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●効率的で環境負荷の少ない収集・運搬体制の構築

○ ○

○ ○

●収集・運搬許可業者への助言・情報提供

○ ○

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

　立入検査の実
績により評価す
る。

1)収集・運搬許可業者
への立入検査を実施す
る。

【立入検査実施数】
　　一般廃棄物収集運搬業：５件
　　浄化槽清掃業　　　　：１件

【立入検査実施数】
　　一般廃棄物収集運搬業：15件
　　浄化槽清掃業　　　　：０件

【立入検査実施数】
　　一般廃棄物収集運搬業：41件
　　浄化槽清掃業　　　　：６件

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

方針
２　効率的な収集・運搬
　⑵　事業系一般廃棄物の収集・運搬

　　②　収集・運搬許可業者への助言・情報提供

　公社への委託
の継続や新たな
委託内容などに
より評価する。

2)練馬区都市整備公社
（現練馬区環境まちづ
くり公社）などの民間
事業者を活用した収
集・運搬体制を実施す
る。

　練馬区環境まちづくり公社に容器包装プラス
チックの回収および粗大ごみの収集を委託してい
る。
　資源（びん・缶・ペットボトル）回収について
は、民間事業者に委託している。

　練馬区環境まちづくり公社に容器包装プラス
チックの回収および粗大ごみの収集を委託して
行っている。
　平成24年11月・12月に実施した蛍光管の回収・
運搬を民間事業者に委託した。

　引き続き公社を活用し、容器包装プラスチック
の回収および粗大ごみの収集を実施している。
　新たに粗大ごみからの金属類資源化事業等を公
社に委託した。

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

　収集車両の導
入数や消費燃料
などにより評価
する。

1)環境に配慮した収集
車両の導入やエコドラ
イブを実施する。

25年度

　車両の更新にあわせて、ディーゼルハイブリッ
ド車を４台導入した。
　また、清掃事業所では、朝礼時に安全作業を確
認する中で急発進・急停車の防止などのエコドラ
イブについても呼びかけている。

24年度

　車両の更新にあわせて、アイドリングストップ
機能の付いた車両を３台導入した。
　また、清掃事業所では、朝礼時に安全作業を確
認する中で急発進・急停車の防止などのエコドラ
イブについても呼びかけている。

23年度

　車両の更新にあわせて、アイドリングストップ
機能の付いた車両を３台導入し、うち１台を
ディーゼル車からCNG(天然ガス）車とした。
　また、清掃事業所では、朝礼時に安全作業を確
認する中で急発進・急停車の防止などのエコドラ
イブについても呼びかけている。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

方針
２　効率的な収集・運搬
　⑴　収集・運搬業務の円滑な実施

　　①　効率的で環境負荷の少ない収集・運搬体制の構築
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●清掃一組による共同処理

○ ○

●資源回収物の中間処理

○ ○

●東京都の最終処分場での処分

○ ○

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

　最終処分の状
況により評価す
る。

1)中央防波堤外側埋立
処分場・新海面処分場
での処分を実施する。

　清掃工場などによる焼却等の中間処理で発生し
た焼却灰等について、各処分場で埋立処分されて
いる。

　清掃工場などによる焼却等の中間処理で発生し
た焼却灰等について、各処分場で埋立処分されて
いる。

　清掃工場などによる焼却等の中間処理で発生し
た焼却灰等について、各処分場で埋立処分されて
いる。

方針
３　中間処理・最終処分
　⑵　最終処分
　　①　東京都の最終処分場での処分

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

　資源回収物の
適正な処理と資
源化の状況によ
り評価する。

1)資源の種類ごとに適
正処理されていること
を確認する。

　毎年行っている「プラスチック製容器包装の
ベール品の品質調査」において、平成25年度は昨
年度に引き続き最も良い「Ａ判定」を受けた。
　また、その他の資源の中間処理施設において
も、定期的に現地調査を行い、適正に処理されて
いるかを確認している。

　毎年行っている「プラスチック製容器包装の
ベール品の品質調査」において、平成24年度は昨
年度に引き続き最も良い「Ａ判定」を受けた。
　また、その他の資源の中間処理施設において
も、定期的に現地調査を行い、適正に処理されて
いるかを確認している。

　毎年行っている「プラスチック製容器包装の
ベール品の品質調査」において、平成23年度は最
も良い「Ａ判定」を受けた。
　また、その他の資源の中間処理施設において
も、定期的に現地調査を行い、適正に処理されて
いるかを確認している。

進捗評価

○

　継続して実施した。 　継続して実施した。 　取組内容を継続して実施した。

方針

３　中間処理・最終処分

　⑴　中間処理
　　②　資源回収物の中間処理

　清掃一組が管理・運営する清掃工場、中防不燃
ごみ処理センターおよび粗大ごみ破砕処理施設等
による共同処理体制を継続している。

　清掃一組が管理・運営する清掃工場、中防不燃
ごみ処理センターおよび粗大ごみ破砕処理施設等
による共同処理体制を継続している。

　清掃一組が管理・運営する清掃工場、中防不燃
ごみ処理センターおよび粗大ごみ破砕処理施設等
による共同処理体制を継続している。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

　処理体制の状
況により評価す
る。

1)23区における共同処
理体制を継続する。

方針
３　中間処理・最終処分
　⑴　中間処理

　　①　清掃一組による共同処理
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●小規模事業者に対する排出指導

○ ○

●清掃・リサイクル事業にかかる経費の公開

○ ○

進捗評価

○

　経費の公表を行い、また、経費も削減した。 　経費の公表を行い、また、経費も削減した。 　経費の公表を行い、また、経費も削減した。

評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）

　公表の有無、
経費削減状況な
どにより評価す
る。

1)ごみ処理経費やリサ
イクル経費を公表す
る。

　平成24年度の経費については、平成25年10月発
行の「ねりまの環」で公表した。また、平成26年
３月に区役所アトリウムで実施したパネル展にも
「ねりまの環」を展示した。
【区民１人あたりの年間経費】
　　ごみ：9,283円
　　資源：4,232円

　平成23年度の経費については、平成24年10月発
行の「ねりまの環」で公表した。また、平成25年3
月に区役所アトリウムで実施したパネル展にも展
示した。
【区民１人あたりの年間経費】
　　ごみ：9,310円
　　資源：4,280円

　平成22年度の経費については、平成24年３月発
行の「ねりまの環」で公表した。
【区民１人あたりの年間経費】
　　ごみ：9,800円
　　資源：4,340円

　継続して実施した。 　夜間指導を開始し実績が増加した。 　夜間指導を開始し実績が増加した。

方針

４　適正な処理費用負担

　⑶　区民・事業者への情報公開
　　①　清掃・リサイクル事業にかかる経費の公開

　指導件数や指
導内容などによ
り評価する。

1)適正な排出への指導
を実施する。

進捗評価

○

　区民、職員からの情報をもとに昼夜に排出調査を行い、ごみの分別指導、有料ごみ処理券貼付、収集日の確認等の直接指導およびチラシを配布し、排
出状況の改善活動を実施した。

　　指導件数：1,802件
　（昼間：363件、夜間：1,439件）

　　指導件数：802件
　（昼間：125件、夜間：677件）

　　指導件数：564件
　（昼間：211件、夜間：353件）

方針
４　適正な処理費用負担
　⑴　事業系ごみの処理

　　①　小規模事業者に対する排出指導
評価方法 取組内容 進捗状況（25～23年度）
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